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1――はじめに～新型コロナウイルスが及ぼす 2つの「回帰」現象～ 

我が国では新型コロナウイルスに対応する新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事

態宣言」が延長される一方、世界各国では「ポスト・コロナ」を意識した「出口戦略」が議論され始

めました。筆者は公衆衛生や感染症対策の「素人」ですが、医療政策の形成プロセスや国―地方関係

に興味を持つ研究者として、新型コロナウイルス問題が今後の医療制度改革に及ぼす影響に興味を持

っており、「医学モデルへの回帰」「行政中心アプローチへの回帰」という点で、最近の制度改革の流

れと異なる側面を有していると理解しています。 

具体的には、最近の医療制度改革では、高齢者の生活を切れ目なく支える「生活モデル」の重要性

が意識されており、病気を治す伝統的な医療である医学モデルは転換すべき対象と見られていました。

さらに医療行政における都道府県の役割を強化する「医療行政の都道府県化」も進められており、ど

ちらかと言うと、地域で合意形成を積み重ねる「ガバナンス」を重視する流れになっていました。 

しかし、新型コロナウイルス対策で期待されているのは伝統的な医療であり、行政の強い役割です。

このため、中長期的な視点で見ると、「2つの回帰現象」を医療制度改革に反映する必要に迫られてい

ます。いつどんな形でパンデミックが収束するのか予断を許しませんが、今回は新型コロナウイルス

が医療制度改革に与える影響を考察したいと思います。 

 

2――感染症が中心だった時代 

1｜国立公文書館所蔵資料に見る明治期の感染症対策 

そもそも長い人類の歴史を振り返ると、今回のような感染症は決して珍しくありませんでした。人

類を長く苦しめたのは結核やコレラ、赤痢、肺炎などの感染症であり、「黒死病」という異名を持つペ

ストは何回か中世のヨーロッパで拡大したほか、コレラも 19 世紀に計 6 回に渡って世界に伝播しま

した1。少し話題になっている「スペイン風邪」と呼ばれたインフルエンザは第 1 次世界大戦の間に、

世界各国に拡大。日本でも流行し、対外領土を含めて全人口の 1％程度に相当する約 74万人が亡くな

 
1 酒井シヅ編著（1999）『疾病の時代』大修館書店などを参照。 
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ったとされています2。 

さらに、敗戦直後まで結核が死亡理由の上位に入っており、患者を隔離する「サナトリウム」とい

う療養所が随所に設置されました。1956年に初めて発刊された『厚生白書』でも結核患者の治療や社

会復帰支援などについて紙幅を割いています3。1960～1961年にはポリオが大流行し、市民の要請を受

けた古井喜美厚相の政治決断で、当時のソ連から生ワクチンを輸入する一幕もありました。残念なが

ら DVD化されていませんが、1964年製作の『われ一粒の麦なれど』（小林桂樹・高峰秀子主演）、1990

年製作の『未来への伝言』（栗原小巻主演）という映画でも取り上げられています。 

しかし、公衆衛生の発達や新薬の開発などを受け、少なくとも先進国では感染症の脅威が相当、な

くなりました。そこで、感染症が珍しくなかった当時を理解するため、国立公文書館に所蔵されてい

る資料を通じて、明治期の感染症対策を考察し、そこから現在との共通点、さらに最近の制度改革の

流れと異なる「2つの回帰」に議論を展開して行きたいと思います。 

 写真は「虎列剌病流行中予防等ニ尽力セシ巡査賞与金紛失ニ付下渡方ノ件」（請求番号：公 03232100、

件名番号 057）という表題の風変わ

りな公文書です。 

ここで言う「虎列剌」とは、コレラ

の意味。1879年（明治 12年）の大流

行では西日本を中心に感染が拡大

し、10万人規模の死者が出ました。

公文書によると、この時にコレラ予

防で活躍した福岡県の三原という元

巡査（私とは恐らく血の繋がりはあ

りません）に対し、政府から 5 円の

褒章金が出ることになったものの、

引退後に故郷の大分県で隠棲してい

た三原に届いた郵便は何故か封緘

（ふうかん）されておらず、封筒の

中から 5円が消えていました。 

そこで、内務卿（現在の厚生労働相）の山田顕義（日本大学、國學院大學の創始者）が 1881年（明

治 14年）12月、太政大臣（現在の首相）の三条実美に対し、再交付を要請したという内容です。 

公文書の末尾には 1882 年（明治 15 年）1 月 27 日の日付で、「支出セシムヘシ」と赤字で書かれて

おり、三原は無事に 5円を受け取ったみたいですが、なぜ巡査がコレラの「予防」に「尽力」したの

でしょうか。当時の行政機構は今ほど細分化、専門化していなかったにしても、不思議な感覚を持ち

ます。公文書を見ても、どんな仕事に三原が従事したのか分からないので、明治期の医療を紹介する

書籍4を基に、謎解きを試みます。 

 
2 速水融（2006）『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』藤原書店を参照。 
3 厚生省編（1956）『厚生白書』大蔵省印刷局。 
4 立川昭二（2013）『明治医事往来』講談社学術文庫を参照。 
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2｜巡査がコレラの予防に関わっていた時代 

 ドイツ人、コッホがコレラ菌を発見したのは 1884年のこと。このため、それ以前の当時の予防は隔

離と消毒だけでした。そこで、コレラの感染が明らかになると、巡査が家に上がり込み、感染者を隔

離したほか、家具などを消毒していました。しかも有無を言わさず、強権的に実施され、民衆では「い

やだいやだよ じゅんさはいやだ じゅんさコレラの先走り」という歌が流行ったそうです。 

さらに「避病院」という隔離先の環境が劣悪だったため、強制隔離は「死」を意味するようになり、

コレラが猖獗（しょうけつ）を極めた 1879年には、恐怖に駆られた民衆が巡査を殴るなどの「コレラ

一揆」が全国で 24件も起きたとのことです。隔離や消毒に当たる巡査が「権力の象徴」として受け止

められ、コレラとともに民衆から忌避されていたと言えます。 

 

3｜新型コロナウイルスとの共通点 

以上の記述を通じて、今回との共通点を見て取れます。第 1に、隔離が中心という点です。新型コ

ロナウイルスに関しては、薬やワクチンが開発されておらず、感染拡大や重症化を防ぐ手当がありま

せん。このため、どこの国も隔離を進めており、明治期の医療が戻って来たことになります。 

第 2に、隔離や消毒などの場面で行政による公権力の行使が前面に出ている点です。流石に明治期

のように警察官が家に上がり込む事態は想定できませんが、他国では都市封鎖（ロックダウン）も含

めて、隔離や移動の制限を強力に推進しているケースが散見されます。 

しかし、いずれも今までの医療政策の流れと異なる側面があります。以下、「医学モデルへの回帰」

「行政中心アプローチへの回帰」という 2つの点を考察して行きます。 

 

3――医学モデルへの回帰 

第 1に、「医学モデル」への回帰です。先に紹介した明治期のような感染症対策では、感染していな

い人を「健康」、感染した人を「不健康」と明確に線引きし、後者は社会から隔離されたほか、治療方

法が確立した病気では後者の治療に力点が置かれました。ここで求められる伝統的な医療は一般的に

「医学モデル」と呼ばれます。 

ただ、敗戦後に疾病構造が変容し、先進国で感染症はマイナーな問題となりました。さらにメンタ

ル面で苦しむ人が多くなったり、高齢者人口の増加で複数の疾患を持つ人が増えたりしたため、「がん

や糖尿病などの病気と付き合いつつ、普通に生活している人」「外見は健康だけど、メンタルで不具合

を感じている人」といった形で、「健康」「不健康」の線引きが曖昧となりました。この結果、患者と

環境の関係性に着目しつつ、生活を支える「生活モデル」の重要性が論じられるようになりました。 

実際、近年の医療制度改革では生活を支える重要性が意識されており、2013年 8月の社会保障制度

改革国民会議報告書では「治し、支える医療」という言葉が使われています。さらに、人口的にボリ

ュームが大きい「団塊世代」が 75歳以上となる 2025年時点の人口減少や医療ニーズを踏まえつつ、

病床削減や在宅医療の充実などを目指す「地域医療構想」5が制度化されました。海外の医療制度改革

 
5 地域医療構想については、過去の拙稿を参照。2017年 11～12月の「地域医療構想を 3つのキーワードで読み解く」（全 4

回、リンク先は第 1回）、2019年 5～6月の拙稿「策定から 2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」（全 2回、リンク先

は第 1回）、2019年 10月 31日「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」、2019年 11月 11日「『調整会議の

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57248
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61667
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=62903
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=62977
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でも全人的かつ継続的なケアを提供する「プライマリ・ケア」が重視されており、「医学モデル」から

の脱却と、「生活モデル」への転換が強く意識されていました。 

認知症ケアへの対応などを考えると、生活モデルの重要性は変わらないと思いますが、感染症リス

クに直面した今、医学モデルも加味しつつ、今後の医療制度改革を議論する転換が必要になります。 

 

4――行政中心アプローチへの回帰 

もう一つが「行政中心アプローチへの回帰」です。やや大仰に映るかもしれませんが、冷戦崩壊後、

世界的に進んだ現象は「脱国家化」であり、日本でも規制緩和や民営化、地方分権、市民参加が進め

られました。つまり、自治体や民間企業、市民など様々な主体が公共に関わる機会を増やすことで、

「統治の質」を高めようとしたわけです。その背景には国家財政の悪化だけでなく、ライフスタイル

や価値観の多様化があり、「国だけが社会の行方を決めるのは難しい」という判断がありました。 

行政学で「ガバメント（government）からガバナンス（governance）へ」という言葉が使われてい

たのも、こうした文脈で理解できます。ガバナンスには国家や政府の存在を前提に論じる「国家中心

アプローチ」と、民間セクターも含めて、多様な関係者同士の水平な関係性を重視する「社会中心ア

プローチ」の 2つがあり、「ガバメントからガバナンスへ」という考え方は後者を重視しています6。 

医療行政に関しても、こうした傾向が見受けられます。例えば、欧州の医療制度改革に関する資料

や書籍を見ていると、「decentralization（分権化、脱集権化）」という言葉を頻繁に見掛けますし、

日本でも医療行政に関する都道府県の役割を大きくする「医療行政の都道府県化」が近年、意識され

ていました。高齢化率や人口減少のスピードが都道府県ごとに異なるため、全国一律による対策が難

しくなっているため、都道府県の裁量を大きくしようとしていたわけです。 

例えば、先に触れた地域医療構想では、都道府県が地域の実情に応じて医療提供体制を改革するこ

とが意識されており、関係者との合意形成が重視されているほか、今年 4月からは都道府県を中心に

医師偏在是正もスタートする7など、医療提供体制改革における都道府県の役割が強化されています。

さらに、2018 年 4 月から国民健康保険の運営単位が都道府県化8したことで、財政運営の責任も大き

くなっており、昨年末に取りまとめられた全世代型社会保障検討会議の中間報告でも、今秋を目指し

て都道府県の役割を強化するための制度改正を議論する方針が盛り込まれていました。こうした一連

の施策は「分権化、脱集権化」「ガバメントからガバナンスへ」を志向していたと言えます。 

ただ、新型コロナウイルスが状況を一変させました。感染症対策に関しては、行政が「公共の利益」

のために私権を制限する場面が増えます。さらに短期間に判断を下す必要に迫られる分、行政が民主

的な合意形成プロセスを経る時間もなくなります。例えば、他国では都市封鎖（ロックダウン）も含

めて、市民の権利を中央政府が厳しく制限しており、日本でも臨時病院の設置などに関して私権制限

を可能とする「緊急事態宣言」が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて発令されました。 

 
活性化』とは、どのような状態を目指すのか」。 
6 岩崎正洋（2011）「ガバナンス研究の現在」岩崎正洋編著『ガバナンス論の現在』勁草書房を参照。 
7 医師偏在是正については、2020年 2～3月の「医師偏在是正に向けた 2つの計画はどこまで有効か」（2回シリーズ、リン

ク先は第 1回）を参照。 
8 国民健康保険の都道府県化に関しては、2018年 4月の拙稿「国保の都道府県化で何が変わるのか」（全 3回、リンク先は

第 1回）を参照。 

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=62977
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63715?site=nli
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=58410
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これらの事象に関しては、「パンデミックと戦うには大きな政府（Big government）が求められてい

る」「第 2次世界大戦以降、最も大規模に国家の役割が大きくなっている」という英『エコノミスト誌』

のコラム9と符合しています。さらに、スペイン風邪に関する歴史書10も「（注：大規模感染症の時は）

民主主義もきわめて危険な政治形態となりうる。本当に必要とされるのは（略）すべてを掌握する、

強力な中央集権である」と論じており、行政中心アプローチは感染症対策の共通点と言えます。 

日本の場合、外出規制などの制限が緩やかであり、新型インフルエンザ等対策特別措置法も都道府

県に実効権限を委ねているため、国が前面に出ているわけではありませんが、それでも休業しないパ

チンコ店の名前公表、越境者に対する任意での体温検査、予算・条例の専決処分など、自治体が公権

力を行使する場面が増えています。筆者自身、平時モードの医療政策では関係者の合意形成や地方分

権を重視していますが、感染症対策に対処しなければならない現在は「ガバナンスからがガバメント

へ」という逆の流れが必要になっているわけです。 

では、医療制度改革をどう軌道修正すればいいのでしょうか。以下、「2つの回帰」を踏まえて、「短

期的な影響」と、3年程度を見据えた「中長期的な影響」に分けて、地域医療構想の行方を考えます。 

 

5――医療制度改革への影響と軌道修正の方向性 

1｜短期的な影響 

まず、短期的な影響を述べます。加藤勝信厚生労働相は地域医療構想の進め方について、今年 4月

の国会答弁で、「当初考えていたスケジュールでやみくもに押すということは全く考えておりません」

と答弁しています11。ここで言う「スケジュール」とは今年 9月をメドに、公立・公的病院の再編可能

性を模索するように都道府県に求めている点を指しており、その見直しを示唆したわけです。多くの

関係者が新型コロナウイルスへの対応に忙殺されている中、この判断は当然と言えます。 

さらに公立病院の再編・統合を優先させようとした議論の進め方も影響を受けそうです。地域医療

構想の推進に際しては、多額の赤字を出している公立病院の改革を先行させたのですが、感染症指定

医療機関の多くは公立病院であり、現場の最前線でフルに稼働しています。このため、高市早苗総務

相が「今こそ公立病院に力を発揮してもらう時期」と述べた12通り、地域での存在感を増していると言

えます。こうした中で、平時に戻った後、感染症対策を考慮しないまま、公立病院の機能を見直そう

としても、住民などの理解を得られるとは考えにくく、公立病院の見直しを優先していた進め方自体

が影響を受けることになりそうです。 

 

2｜中長期的な影響 

次に、中長期的な影響です。人口の動向などを考えると、中長期的には「医学モデルから生活モデ

ルへ」「ガバメントからガバナンスへ」という流れの下、病床削減を含めて地域医療構想の発想は必要

と考えられますが、そもそもの問題として、地域医療構想に基づいて 2025年時点の医療需要を推計し

 
9 “The Economist”2020年 3月 28日号に掲載された′Everything's under control′という記事。 
10 アルフレッド・クロスビー（2009）『史上最悪のインフルエンザ』西村秀一訳、みすず書房。 
11 第 201回国会会議録 2020年 4月 3日衆議院厚生労働委員会における答弁。 
12 2020年 2月 26日『m3.com』配信記事。第 4回「地域医療確保に関する国と地方の協議の場」の発言。 
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た際、感染症対策は全く考慮されていませんでした。このため、平時モードに戻った後、地域で病院

再編の議論を再開しても、今の枠組みでは住民を含めた関係者の理解を得られるとは思いません。 

そこで、今回の一件で得られたデータや知見を参考にしつつ、「大規模感染症に備える病床・機器、

人材をどう確保するか」という議論を加味することで、医学モデルの考え方を取り入れる転換は欠か

せなくなると思います。その際には施設に余分を持たせる「冗長性」（リダンダンシー、redundancy）

という災害対策の考え方を参考にして、冗長性の規模及び冗長性を維持するためのコストも勘案しつ

つ、議論を進める必要に迫られそうです。こうした点は「感染症や非常事態の時にどうするのか、病

床を何らかの形で残しておくということまで考えた上で計画を作らなければいけない」13、「病床稼働

率が低い公立・公的医療機関等、特に病棟単位で空いているケースは、そのまま空けておくのも一つ

の在り方」14という日本医師会の主張とも符合しています。 

 国と地方の関係や都道府県の権限についても見直しを迫られそうです。今回の一件では緊急事態宣

言の発令・解除のタイミングなどに関して、国と自治体の意見が対立するなど、国と都道府県の権限

関係が整理されているとは言い難い状況です。一方、共同通信の都道府県向け調査によると、22知事

が「現行制度における都道府県の権限は不十分」と答えています15。こうした事情を踏まえると、平時

に戻った後の議論では脱集権化だけでなく、「再集権化（recentralization）」の可能性も視野に入れ

つつ、国と都道府県の関係や都道府県の権限の在り方を再考する余地がありそうです。 

例えば、不足が指摘されている医療用の高機能マスクや人工呼吸器などの医療資材については国が

備蓄し、万が一の時には国が都道府県や医療・福祉の現場に分配できるような制度改正が必要になる

かもしれません。実際、今年 4月に決まった新型コロナウイルスに関する緊急経済対策では「全国の

病院の医療提供体制（患者受入体制、物資・医療機器の保有状況）や生活関連施設の必要物資の状況

などを関係機関で効率的に把握・共有する仕組みの構築・運用」という施策が盛り込まれています。 

このほか、感染症に対応する人材育成や検査機器の整備なども課題になっており、こうした点で国

や都道府県の役割は今後、強化しなければならないと思います。 

 

6――おわりに 

当面は感染拡大の防止が最優先課題ですし、医学モデル的なアプローチを含めて、行政主導で短期

間のうちに対応策を決める必要があります。 

ただ、中長期的に見ると、地域医療構想に基づく病床削減や生活モデルへの転換、脱集権化に基づ

く「医療行政の都道府県化」や関係者の合意形成の重要性は変わらないと思います。さらに、各地の

動向を見ていると、検査体制の整備や休業中の事業所支援などについて独自の施策を展開する自治体

が増えており、「医療行政の都道府県化」に向けて今回の経験は役立つ面があるかもしれません。 

どういった形で新型コロナウイルスが収束するか先行きは不透明ですが、平時の議論と有事の対応、

短期的な対応と中長期的な視点を整理しつつ、「2つの回帰」を部分的に取り込むような柔軟な対応が

必要になると考えられます。 

 
13 2020年 4月 24日『読売新聞』における日本医師会の横倉義武会長に対するインタビュー。 
14 2020年 5月 2日『m3.com』配信記事における日本医師会の中川俊男副会長に対するインタビュー。 
15 2020年 5月 3日『共同通信』配信記事。 


